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1．淵防1ご求め’らカて6魯る着の

・災害や事故の

多様化及び大規模化
・都市構造の複雑化，

・住民ニーズの多様化等

市町村の消防の広域化の推進

2．消1防本部の現多ぐ

今後とも、住民の生命、身体及び財産を
守り、消防の責務を全うすること。

　　　　　　　　　　の”　に・　こ肋　　　　し

3．消防の広域化の握1遼

・従前（H6）から市町村の消防の広域化を推進

・市町村合併の進展とともに消防本部はやや減少
　（H3　936本部→H19　809本部）

・未だ小規模な消防本部が約6割存在

　52本部（

20万’》30万

59本部（7％）

　30万解50万

50万一
28本部　（496）

●　市町村の消防の広域化により、撒騰
オ、ス　ーレメ1“　　　　　　　こ　　｛

広現化菱樹ヲ」るためのノ灘

紹蘭営の改正r襯18年6万14
厚公捗・慮御

1
■蠣”饗

10万〔’20

180本部（

平成19年4月1日暫定数

（消防団は、従来どおり各市町村ごとに設置し、

広域化の対象としない。）

　　　　　市町村消防の広域化のメリット

小規模な消防本部の課題

万未満
本節（61％）
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〔例〕

M5「消防力の基準』に基づく充足率
・はしご自動車　30万人以上99．2％

　　　　　　5　　　’　46　　0
・消防職員数　　30万人以上79．5％

　　　　　　5　　　’　63　60

　　　　　　　　　　　　’”””　”””1
　　　　　　　　　　　　　　　…
　　　　　　　　　　　　　　　…
　　　　　　　　　　　　　　　…
　　　　　　　　　　　　　　　巨．
　　　　　　　　　　　　　　　…
　　　　　　　　　　　　　　　…　　ノ1・　　　　　　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　…
　　　　　　　　　　　　　　　…
2030年管轄人ロ57，296人　　　　　　　　　i

　消防職員数77人魍一（平均値）　1
　　　　　　　　　　　　　　　…
　　　　　　　　　　　　　　　…
　　　　　　　　　　　　　　　…
　　　　　　　　　　　　　　　…
　　　　　　　　　　　　　　＿…

・■灘軍歌翻の吻率¢

・往戻サーと欠の向L止
・■灘齢纐の謹〕盤の強化

　【消防体制の整備及び確立を図る】

（畳一）
一4』今髪の広域化への対：応

〔市町村の消防の広域化に関する基本指針

　　　　　　　　　　　　　　（平成18年7月12日告示）〕

☆一般論としてば一
難 【人口減少時代への突入】

　総人口が平成17年に戦後初めて減少、今後も少子化の進行が予想

ど価　への・，：

　　　　　　、、

｛　、組齪豊里㍊財政違
い

O　各消防本部の管轄人ロの減少　→
　　　ξ　　　　　　　　　　｛　，、　号

・萱轄ム旦の観点から言えば髄Ω互以上
の規模を一つの目標。

〔例：将来人口シミュレーション〕

　　　2003年管鵜人口999113人　　→
　　　　　消防職員数　166人　　　→

☆平成19年度中に都道府県が推進計画を策定、

’　　面

　　こ

繧5 尼

王

’　24　　　　ぐ

O　常備消防とともに地域の消防を担っている消防団員の担い手不足 1



消防本部数と常備化率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・（常備化率）

98・0％．98・1％．98・1％一982％．98・0垢一97・7％1100％

90％

笛8、、標
894　886

472459

40％

30％

20％

10％

0％

髪
髪
覗
霧

勿
．
糊
勿
Z

％
摺
％
勿

．
枷
髪

勿
、
価
％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　97．4％　97．6％　”d・u
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－95．7％一　　　　一　　　　一
　　　　　　　　　　　　　　　93．0％94・1％

　　　　　　　　　　91．0％

　　　　　84．4％

講％9・6933933－935931’』酬

4互6

物

多
価
髪

影
畑
霧

姻
霧

467

、
髪
．
柵
Z
形

影
勿
．
㈱
義

■■組合消防

囮単独消防
＋常備化率

（消防本部数）

1，200　r

勿
柵
勿
髪

勿
．
笏
髪

（各年4月1日現在の数値）

（昭和24，28年は、組合と単独の合計値）

勿
髪
細
形
鬚

男
笏
．
鰍
、
髪
㎜
％

枷
多
％
勿
勿
㎜
髪
舞

姫
裟
務
娘
形

霧
髪
形
脚
％

細
形
髪㎜

箋％　　ク5％　Z　　　Z　　．r　　，Z　　　Z　　　ク5　　ク5　　層クニ　　　　　　∠Zイ　Z、　　Z　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆　「

S24年28年　吾1年　35年　40年　45年　50年　55年　60年H2年　4年　　7年　11年　12年　13年　14年　15年　16年　17年　18年

1，000

　800

600

400

200

　　0



各都道府県別人口減少率
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都道府県名

※日本の市区町村別将来推計人ロの概要（2003．12推計：国立社会保障・人ロ問題研究所）から作成

※2005年推計値から2030年推計値への減少率である。
※マイナスは人ロ増加を示す。
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　　　　　将来人ロ減少に伴う消防職員数φ変化lr日本の市区町村別将来推計人ロ（平成15年1ゑ月推計）』に基づくシミュレーション）

10万人規模一　）－」ノ㍉」ソ』置天

@　　　　　　　　　勲　　　　　　　　　聾

ﾇ轄人ロ 109，708人 管轄人ロ

　　　　　　　　　　　　甲　1
P識購

@　　　　　　　92，072人

消防職員数（a） 127人 消防職員数（a） 135人

2030年管轄人ロ予想値（x） 93，759人 2030年管轄人ロ予想値（x） 73，125人

顯鵜白露ル数（b）
121人

繍轟鶴ル数（b）
102人

減数（a－b） △6人 減数（a－b） △33人

5万人規模
　　　　　　　　’11’．

管轄人ロ

消防職員数（a）

2030年管轄人ロ予想値（x）

諸膿警ル数（b）

減数（a－b）

55，107人

　　94人

48，509人

　78人

△16人

　‘　」　　　　　　盟“｝葦’・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ

@　　　　　駅
ﾇ轄人ロ 51，172人

消防職員数（a） 80人

2030年管轄人口予想値（x） 37，771人

繍轟鶴ル数（b）
64人

減数（a－b） △16人

　　　　　　　　　　　垂

管轄人ロ

消防職員数（a）

2030年管轄人ロ予想値（x）

繍轟饒ル数（b）

減数（a－b）

管轄人ロ

消防職員数（a）

2030年管轄人ロ予想値（x）

繍轟讐ル数（b）

減数（a－b）

99，113人

　166人
57，296人

　77人

△89人

51，994人

　113人
37，961人

　64人

△49人

3万人規模

消防職員数（a）

2030年管轄人ロ予想値（x）

嫡繰野ル数（b）

　　61人

26，070人

消防職員数（a）

2030年管轄人ロ予想値（x）

諸膿鼻ル数（b）

　　56人

18，962人

消防職員数（a）

2030年管轄人ロ予想値（x）

諸騰讐ル数（b）

※国立社会保障・人口問題研究所r日本の市区町村別将来推計人ロ（平成15年12月推計）」に基づく・

※管糖人口、消防職員数（実員）は平成17年4月1日現在数である。
※消防職員モデル数は、管轄人ロが同規模の本部の職員数の平均値である。

　　94人

27，219人
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広域化のメリット

1住民サービスの向上

　①部隊数の増加・＝⇒・初動の消防力、増援体制の充実

　　　　　　　　　ρ　矯ρ｝

　　　　　　　　　　　　　　　大規模災害、特殊災害へも対処可能

②消防署所の配置や管轄区域の適正化　＝＝＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　現場到着時間の短縮

A市消防本部

　　　　　　　　2消防体制の効率化

①本部要員の効率化　＝⇒

　　　　　　現場要員の増強、救急要員の養成・専従化

　　　　　　　　　　　　羅

　　　　　　　　　　　元本部要員

　　　　　　　　　　元本部要員

囲

B市消防本部

、
割

興
曲

瞬

爵

曲

新AB消防本部

圃

爵

署所近接 署所や管轄区域の適正化

②重複投資の回避こ⇒経費の節減

A市消防本部　　　B市消防本部　　　　　　新AB消防本部

騨
発

熱翻
鶏

麟 勲騒
　　　無線設備

箏
指令設備

必要な施設や車両は消防本部ごとに整備が必要 5



広域化．のメリット

3消防体制の基盤の強化

①財政規模の拡大＝⇒高度な消防設備、施設等の整備

岬醐勘

必要最小限の車両を整備

鵯

十鱗固醐髄嵐庵

特殊車両等を計画的に増強整備可能

國
…

瞬

高機能な設備を一元的に整備可能

響警拡ぎ適切な人欝欝
　　　人事の硬宜化

餐・m一餐

　　年齢構成が不均衡

霧一・響

麟

③予防業務・救急業務の高度化・専門化

個別に小規模な設備を整備

【参考1】はしご車、化学消防車、救助工作車がいずれも

　　　　　2台以上配置されている消防本部

（H．17．4）　　（今後の消防体制のあり方に関する調査検討会の中間報告より）

　　甲　’＝・lI」1」

，，

v1　　　　－1∫’

　，．」I　II・ヂ

　　　　1＝1

火災原因調査専従員

　　の育成

饗人；繕櫓

脚霧噛
専門性を高めながら
　　職員の総合能力が向上

査察・違反処理専門員

　　　の育成

救急救命士の育成

【参考2】発信地表示システムの導入状況
（H．17．7）

・林口2φ万顯φ消防職1一、

r’ l日19万黙醐防岬、、1覗1耀4⑳3陽）』1
　・人口5万以上の消防本部’　　・31：ノ11！247・・．・（一112％）

管内人口 100万以上 30－100万 10－30万 10万未満 合計

消防本部数（A） 12 66 238 528 844

発信地表示シス弘
ｱ入本部数（B） 12 53 113 78 256

割合（B／A） 100．0腸 80．3弘 47．5弘 14．8弘 30．3弘

管内人口割合 100．0弘 80．6％ 50．5％ 18．9弘 63．3鷲 6



　　　　　　　　　　　　　【消防指令センターの管轄人ロ別運営状況】

1高機能消防指令センターの導入例（平成18年度国庫補助事業より）

　通例・管轄人ロ10万から30互までの区分で導入している高機能消防指令センターの1型は、機能の差もあるが、人ロの規模
　に関係なく・おおむね5億円かb6億円程度の価格であり、管轄人ロが多いほど人ロー人あたりの単価が小さい傾向である。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

管物ロ

572，765

549，902

367，518

327，640

267，429

253，000

205，868

184，811

170，000

80，516

タイプ

’皿型

皿型

皿型

皿型

皿型

皿型

皿型

皿型

皿型

皿型

　　　　　　　　→一転総事業費（千円）

　　　　　　　　．‡　ン
738，003

823，401

674，518

622，000

434，500

519，540

531，804

534，652

532，000

338，609

　　　　　　き　　．，．三具・灘’灘

　　　一．霊　　　　勤惰

1’一

　こザロ　ラロき一一　に

麟購欝
　　　購ロ・．購．、藝

i　醸1．1霧1灘

100，000200，000300，000400，000500，000600，000700，000

　　　　　管轄人口（人）
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2指令センターの配置人員一人あたりの人ロ及び着信件数例

管轄人ロ70万から140万くらいまでは人ロの規模に関係なく、おおむね24人から30人程度の職員を配置している。また、管轄人ロがごれを

・超えると配置人員は増えるが、配置人員一人あたりの人ロや着信件数は増え、効率的な配置となっている。
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※配置人員～消防本部に配置する通信員の総数をいう。
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管轄面積，の広い本部、狭い本部’

管轄面積が広い本部 H18．4．1現在

都道府県 消防本部名 面積（K㎡） 管轄人ロ 消防署数 出張所数
1 岩手県 盛岡地区広域行政事務組合　（組合） 3，642 484，595 5 17
2 北海道 根室北部消防事務組合　　　（組合） 3，027 53，347 4 3
3 北海道 紋別地区消防組合　　　　　（組合） 2，905 40，869 1 6
4 北海道 北留萌消防組合　　　　　　（組合） 2，726 24，405 1 10
5 北海道 上川北部消防事務組合　　　（組合） 2，722 44，245 5 1

6 岩手県 宮古地区広域行政組合　　　（組合） 2，672 101，129 3 4
7 北海道 檜山広域消防組合　　　　　（組合） 2，630 47，455 7 9
8 岐阜県 高山市消防本部　　　　　　（単独） 2，536 97，894 1 7
9 北海道 釧路北部消防事務組合　　　（組合） 2，446 20，376 3 1

10 北海道 池北三町行政事務組合　　　（組合） 2，409 20，569 3 0

管轄面積が狭い本部

・都道府県 消防本部名 面積（K㎡） 管轄人ロ 消防署数 出張所数
1 大阪府 忠岡町消防本部　　　　　　（単独） 4．O 17，566 1 0
2 埼玉県 蕨市消防本部　　　　　　　（単独） 5．1 70，643 1 1

3 埼玉県 鳩ヶ谷市消防本部　　　　　（単独） 6．2 59，147 1 0
4 静岡県 清水町消防本部　　　　　　（単独） 8．8 31，478 1 0
5 神奈川県 二宮町消防本部　　　　　　（単独） 9．1 30，601 1 0
6 広島県 府中町消防本部　　　　　　’（単独） 10．5 51，647 1 0
7 愛知県 岩倉市消防本部　　　　　　（単独） 10．5 48，409 1 0
8 愛知県 蟹江町消防本部　　　　　　（単独） 11．1 37，655 1 1

9 大阪府 大阪狭山市消防本部　　　　（単独） 11．9 57，848 1 1

10 大阪府 泉大津市消防本部　　　　　（単独） 12．3 ．　78，130 1 1
9



r市街地に該当しない地域』に新たに駐在所等を設けた実例（京都市消防局）

左京消防署鞍馬消防出張所φ場合
（参考）

O　京都市の市街地等を管轄する消防出張所の場合

いCD－1型消防ポンプ自動車

獺霧
消防隊員3名

×　3部制

・過去5年間平均の火災・救急発生件数＝・火災1．8件、救急52．6件

・管轄地域で発生した火災には、同時出動した消防団車両と合同で活動
・消防隊員3名のうち、2名は救急有資格者をもって編成し、管轄地域

で発生した救急事故には、原則として救急活動の支援のため出動

　　　　　　　　　　　霧辮藩

CD－1型消防ポンプ自動車　　　消防隊員5名

膿8010

@　厳謹

高規格救急車

饗繍
　救急隊員3名

×3部制

左京消防署花背消防吏員駐在所の場合

CD－1型消防ポンプ自動車

十

搬送車

裂　　　　　　駐在所に隣接した
　　　　　　家族宿舎に居住

駐在員1名

・　消防隊のみを配置した消防出張所もある。

・　市街地等の地域で発生した火災で1ま、消防団は

警戒整理等の支援活動が主で、消火活動は行って
いない。　（ポンプ自動車等は保有していない。）

・　過去5年間平均の火災・救急発生件数蟹火災0．8件、救急41．4件

・　管轄地域で発生した火災には、消防団員と共に出動し合同で活動
・　管轄地域で発生した救急事故には、消防団員と共に搬送車で出動して

応急処置を実施し、同時出動した航空隊又は救急隊と指定場所で合流

10



現在・各地の消堕本部に叢いては・市街地の署所から遠隔地になること等の諸事情により、消防力の整備指針第7条（市街地
に該当セない地域に歩ける～肖防力）の運用として駐在所等（出張所・分遣所・派出所・駐在所）を設置している例がある。

今般・消防庁では一のよつな運用例変くある全国の駐在所等の実態調査を実施した．調査の結果、44都道府県から14。の駐在

所等について報告があり・いずれも限bれた人員配置の中で・各地域の住民のニーズに対応している様子が伺えたところである。

駐在所の配置理由：所轄消防署から遠隔地となる地区について、消防団員が減少する昼間帯φ消防力を1甫完するため．

配置人員：3名（昼間帯のみ配置）
勤務形態：所轄消防署から昼間帯（8：30＾’17：15）のみ職員が出向

襲器機灘黙凱　　　　饗潔

、、翻…灘

駐在所等の配置理由：市街地に設置された消防署から著しく離隔した地域の消防需要に対応するため。

配置人員：1名

1鞭羅購繕響機織）・　僧
①火薬等：電話連絡により駐在所又は、災害現場に必要数の消防団員を召集し、連携活動

②救急：

�|騰難難灘顯鼎灘鯉舗翻懸離籍
　　　　　　職員不在時の措置：週休日等は、所轄消防署に配置している職員により補完。
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　消防の広域化に伴い、県域を一つの消防本部とするなど、一つの消防本部が管轄する面積が広大となった場合・

消防本部と消防署間の連絡・調整や管理・指導の円滑かつ適正な執行を確保するため、消防本部の一部として・

r消防方面本部」を設置し運用することも有効な手段であると考えられる・
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・　消防本部及び方面内消防署相互間の

円滑な連絡・調整

・地域事情に適した効果的かつ積極的な
消防事務の推進（表彰事務を含む。）

・方面内消防署の的確な消防事務の指導

12



広域消防と構成市町村等との連携確保のための一例

市町村の災害対策本部

併任㊥消防長・消防署長等

　　　　　　　　【連携確保　】
平時から構成市町村等の幹部会議等のメンバーとなり、
実績報告、情報交換等を行う。

、
、
ノA Aξ

【参考】災害対策基本法（昭和36年法律第223号）
（災害対策本部）

第二十三条都道府県又は市町村の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため
必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長は、都道府県地域防災計画又は市町村地域防
災計画の定めるところにより、災害対策本部を設置することができる。

2災害対策本部の長は、災害対策本部長とし、都道府県知事又は市町村長をもつて充てる。

35　・　立こf5　・　冒1立　 f5　、　立　　　　　　　　鴛　・、
　　　　　　　　　　　　、、　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　　　　　　　　　　　　　｛

4～7（略）
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。鴨盤齪難騙防本部の消嚇災施設等の整備について1去各年度の消防防災施設髄備費補助金を優先配分する・
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n 所要額（平成18年度は2，945r＝円）を普通交付税において措置する。
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万円

　　　　　　　　　消防本部の管轄人ロー人当たりの予算額

　　　　　　　　　　　　　　　　（平成18年度）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　管轄人ロ
資料：平成18年度版消防現勢（全国消防長会）

3
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40 45 50万人
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黷P ｧ．7一
．1盈シン♂1ぐ・’一：，、ムの、．1．「，」

1趣旨
（1）都道府県及び市町村、消防関係者等に対する、広域化の必要性やメリットを十分に理解して

　　いただく。

（2）シンポジウムの開催により、消防関係者をはじめ、地域住民等と広く対話し、消防の広域化へ

　　の機運を高める。

2テーマ
　r強くなる地域の消防力」（案）

3開催場所等
（1）平成19年度中、全国3カ所（東北、関東、中国ブロック）において、開催予定・

『（2）開催時期
5月 6月 7月

（関東） （中国） （東北）一開催

條

4開催内容
・基調講演（学識経験者等）

・消防広域化事例紹介（消防広域化推進アドバイザー）

・パネルディスカッション（消防庁、代表消防本部、消防団、市町村関係、女性防火組織、学識経験

　1者等）等

5その他　　　　　　　　　　　　　　　　　‘
　平成19年度は、各都道府県において、推進計画が策定される重要な時期であることから、本シン

ポジウムの開催により、都道府県、市町村、消防関係者等の多くの方々の理解を得るものである・

16



消防の広域化のスケジユ』ル

平成18年6月14日r消防組織法の一部を改正する法律」公布・施行

平成18年7月12日「市町村の消防の広域化に関する基本指針」告示、r消防広域化推進本部』の設置

轟
團
　　

@　

語

・都道府県及び市町村に対する情報提供、相談体制の確保
・国民への広報及び普及啓発
・財政措置

・協議機関の設置等、関係者のコンセンサスの形成
・広域化対象市町村の組合せ

・推進計画の策定等の際、市町村の意見の聴取
・知事による市町村相互間の調整及び情報提供　等

・盛域化後の消防の円滑な運営を確保するための基本方針
・消防本部の位置及び名称の決定

・市町村の防災に係る関係機関相互間の連携の確保　等

平成24年度末（推進計画策定後5年度以内）

、
隼
’
、
1

の 口 kの由王
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市町吋d）消防の広域化に蘭する基本指針《平成18年ブ月12日消防庁告示第83号X抜粋その1》

～組み合わせの基準とスケジュール～

二自主的な市町村の消防の広域化を推進する期間
市町村の消防の広域化は、消防の体制の整備及び確立のため、不断に取り組んでいかなければならない課題であるが・これ

までの実績を踏まえた上で、今後着実に推進するためには、当面、一定の期限を区切って広域化に取り組むことが必要である・

（1）　’・　　’　面
都道府県においては、できる限り早期に推進計画を定めることが望ましいが、噂　　　　　　　　　こ　　　一

（2）　　・　こ　　　　　　　王
各広域化対象市町村においては、広域消防運営計画の作成等、広域化に向けた取組を行い、　’　面　　　五　　諺

　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噂　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽

　　　　　　　寺　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌔賜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1」一　　　〇

三推進計画に定める市町村の組合せ及び都道府県における必要な措置に関する基準

2．推進計画に定める市町村の組合せに関する基準
各都道府県は、以下の点を十分考慮した上で、推進計画において、広域化対象市町村及びその組合せを定めること・

（1）　　・　ξ
一般論としては、消防本部の規模が大きいほど火災等の災害への対応能力が強化されることとなり・また組織管琿・財政運営

等の観点からも望ましい。
その上で、現状を踏まえつつ、これからの消防に求められる消防力、、組織体制、財政規模等にかんがみると・管轄人ロの観点

から言えばと”　三　　島上　．　　一つ　　　　　こが璋当である。
ただし、各市町村は、　　　　　　　　’　　　　　　赴◆　　　　　　・　6一　　　　　　　　　　魯　　　目

　　　ロ　小か・　ロ　　　　　　　　’をそれぞれ有しているため、これら仁一必要で昂る・

　（2）配慮及び留意すべき事項
　既存の消防広域化基本計画に基づいて右われた広域化の状況及び非常備市町村の常備化の必要性に配慮する必要がある・

　また、市町村合併との関係について、推進計画に定める市町村の組合せは、市町村の合併の特例等に関する法律（平成十六

年法律第五十九号）第五十九条第一項に規定する自主的な市町村の合併の推進に関する構想により定められた市町村の組合

せに十分留意する必要がある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1



市町村の消防の広域化に関する基本指針（平成18年7月12臼消防庁告示第83幕》《抜粋そφを1，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　酌広域化後の消防～

四広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する基本的な事項

1広域化後の消防の体制の整備

市町村の消防¢広域化が行われた後に・広域化の効果を十分に発揮することができるよう』広域化後の消防において一元的

な部隊運用、出動体制、事務処理等が行われることが重要である。

2構成市町村等間の関係
市町村の消鴎の広域化は・主に一部事務組合・広域連合（以下r組合」という。）又は事務委言モにより行われることとなるが、そ

の場合広域化後の消防は・組合の構成市町村又は受託市町村若しくは委託市町村（以下r構成市町村等」という。）との意思疎

通及び情報共有に特に意を用いる必要がある。

3広域化後の消防の体制㊨整備のために考えられる方策

このように・広域化後の消防の円滑な運営の確保のためには、広域化後の消防の体制を適切に整備することが重要であるカξ、

そのための方策としては・例えば・以下のような事項について、構成市町村等間において十分協議の上、可能な限り、相合又は

事務委託の規約、規程等において定めることとすることが有効である。

（1）組合の方式による場合

．①経常的経費・投資的経費それぞれについての構成市町村ごとの負担金の額又は負担割合等に係る基本的なル＿ル

　②職員の任用、給与、教育訓練等に関する計画を策定すること。

　③中長期的な整備費用の見通しを含めた消防力の整備計画を策定すること。

　④部隊運用、指令管制等に関する計画を策定すること。

　⑤災害時等に構成市町村の長と消防長・消防署長又は消防団長とが緊密に連携することができるよう、相互連絡、情報共

　　有等に関する計画を策定すること。

　⑥構成市町村間の連絡会議の定期的な開催・消防長の専決対象の明確化等構成市町村間の迅速な意見調整を可能とす

　　るための仕組みを構築すること。

　⑦組合の運営に関し、住民の意見を反映できるようにすること。



（2）事務委託の方式による場合

①委託料に係る基本的なルール
②災害時等に委託市町村の長と消防長、消防署長又は消防団長とが緊密に連携することができるよう、相互連絡、情報共

　有等に関する計画を策定すること。

③消防事務の運営に関し、住民の意見を反映できるようにすること。

4推進計画及び広域消防運営計画への記載
以上の点を踏まえ、都道府県においては、必要な事項を推進計画において定めるとともに、広域化対象市町村においては・広

域化に係る協議の際にこれらの事項について十分協議の上、可能な限り広域消防運営計画において定めること・・

五市町村の防災に係る関係機関相互間の連携の確保に関する事項

1消防団との連携の確保
消防団は、地域に密着した消防防災活動を行うという特性上、本指針一、2のとおり、消防組織法に基づき推進する自主的な

市町村の消防の広域化の対象とされておらず、従来どおり、．消防力の整備指針（平成十二年消防庁告示第一号）第三十七条に

基づき、市町村の合併等消防団の沿革その他の特段の事情がある場合を除き、一」市町村に一団を置くもの≧する・

この場合、広域化後の消防本部と消防団との緊密な連携の確保が必要となる。

そのために、次のような具体的方策が考えられる。

　①常備消防の管轄区域内の複数の消防団の団長の中から連絡調整担当の団長を指名することによる常備消防との一元

　　的な連絡調整

　②平素からの各消防団合同又は常備消防を含めた訓練等の実施

　③構成市町村等の消防団と当該構成市町村等の区域に存する消防署所との連携確保のための、消防署所への消防団と

　　の連絡調整担当の配置、定例的な連絡会議の開催等

　④常備消防と消防団との連絡通信手段の確保
以上のよう徐方策を参考としつつ、地域の実情に応じて広域化後の消防本部と消防団との連携の確保を図ることが必要であ



2防災・国民保護担当部局との連驚の硅保

、鷺灘難鵬望轟諜識量灘鵬驚あ・rまた榊局・関聯が多岐．1
この場合・市町村の消防の広堀化を行うとき1こは・広域化後の消防本部と構成市町村等の防災・国民保護担当部局との緊密

な連携の確保が必要となる。

そのために・次のような具体的方策が考えられる。

　①夜間偶休日等における市町村の防災業務について、初動時φ連絡体制などを消防本部に専務委託．

　②各構成市町村等の長及び危機管理桿当幹部と消防長及び消防署長による協議会の設置・、．

③各構成市町村等と当該構成市町村等の区域1こ存する消防署所との連携確保φための、定砂明的な連絡蝋の開催、各市，

　　町村の災害対策本部への各消防署所の消防職員の派遣等

　④防災・国民保護担当部局と消防本部との人事交流

　⑤総合的な合同防災訓練の実施

　⑥防災』甲民保護担当部局と消防本部との情報通信手段の充実による連絡体制の強化．．

　⑦防災行政無線の親機や遠隔操作機を消防本部の通信指令部門に設置することによる二＋四畦間体制の確保

以上のような方策を参考としつつ・地域の実情に応じて広域化後の消防本部と構成市町村等の防災国民保護担当部局との

連携の確保奇図ることが夢要である。

3推進計画及び広域消防運営計画への記載

以上の点饗まえ・都道府県においては・必要な事項を推進計画において定めるととも1こ、広域化対象市町村においては、広域

化に係る騰の際にこれらの事項1こついて＋分協議の上、可能な限り広域5肖防運営計画において定めること．
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市町村の消防φ広域化に関する基本指針（平成19年4月1日消防庁告示第3号》《抜粋》

@　　　　　　　　　　　　　　　　～財政措置～
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．市町村の消防の広域化におけるr消防広域化推進計画」と
　消防指令業務の共同運用におけるr整備計画』の関係

・盟郷

消防指令業務の共同運用の推進について
　　（平成17年7月15日消防庁次長通知）

平成18年7月12日・
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「整備計画」’策定上の留意事項について

指令業務のエリアの決定は、　r消防広域化推進計画』に記載することも可

平成1・9年度

i　　O　指令業務の広域化のエリアの決定　　　i
．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

ヂ　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ

i　O　その他検討を要する事項　　　　　　　　　　　　i
コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ

i①整備する時期、センターの位置　　　　　　　順　　i
i②組織体制、財政・人員計回　　　　　　　　 次　　i
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　決　　　：
i③指令システム設計・部隊運用ルール等　　　　　定　　i
i④統一ルール、出動計回の改正、応援計画見直し　　　　　i
t…．…．＿．．…．，．，，…．．．…．＿。…．，．．．．．．．．＿．．…．．．．．．．．．．．．．．．”…．．．＿．．．．．D…””……・”…”・”・”・・・…”・川”…・…”・・’



1趣旨

消防広域化推進アドバイザー制度

4アドバイザーの依頼から派遣ま宅

消防の広域化を積極的に支援するため、都道府県、市町村、消防

本型等からの依頼に基づき、消防広域化推進アドバイザーの派遣を
行っ制度です。

都道府県等からの派遣依頼閣

2アドバイザーの具体的任務

鳳

消防広域化推進アドバイザーは、消防の広域化を推進するための
具体的な方策等について、次のような助言、情報の提供等を行いま
す。

（1）消防の広域化に関する検討会等に参加し、個別具体的な課題

等への助言や広域化に伴う具体的効果事例の情報提供
（2）消防広域化推進計画の策定に当たっての具体的手順等に関す

る助言等
（3）その他必要な事項

要望事項の確認（消防庁）

璽
アドバイザーの選定（依頼事項に応じ）

靱
アドバイザーヘの派遣要請等（消防庁）

思
事前打ち合わせ
（依頼団体、アドバイザー、（消防庁））

3アドバイザーの派遣

消防庁は、都道府県等からの依頼内容を考慮し、消防の広域化の

　推進に必要な知識又は経験を有する者の中から、消防広域化
　推進アドバイザーを選定し、派遣する。

なお・本アドバイザーには消防の広域化を実施した消防本部の関
　係者等を予定しています。

思
事前打ち合わせ
（依頼団体～アドバイザー、（消防庁））

璽 ・要望事項確認、資料準伽等

’アドバイザーの現地派遣（アドバイザー、消防庁）

　　　翼

実施結果の報告（依頼団体→消防庁）
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消防広域化の推進体制について

一　　口■■巴　　眉■■■　　■■■瞳 消防広域化推進本部

O本　部　長
O本部長代理
O副本部長

構成メンバー

平成18年7月12日設立

O本　部　員

消防庁長官
消防庁次長
国民保護・防災部長、審議官、

消防大学校長、消防研究センター所長

消防庁各課室長

　　　　　　　　　　　幹事会

O代表幹事：消防・救急課長
O副代表幹事：対策官
O幹　事：本部員を構成する各課室の理事官又は課長補佐
　　　　　　相当職にある者及び代表幹事が指名する者

監
璽
1

事務局
消防・救急課が担当

・広域化推進専門官
・広域化推進係

　　広域化推進相談窓ロ
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　平成19年度新設

■■■■　　一　　　一　　一　　　一　　一

消防広域化推進本部相談窓ロ地区担当　　側賦1予定》
1
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堀　越
i7627）
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関
東
畠
甲
信
越

広　　庭 小　林
i7610）

濱　　田

iフ629）
岡　　戸

i7622）
1

捜　　痩

i7626）
＝

③

北
陸
。
東
海
●
近
畿

佐　竹
田　　浦

i7625）
高　　島

i7611）
池　　戸

i7621）

④

中
国
●
四
国

仲　村 黒　樹
i7620）

盲　　川

i7612）
籏　野

i7616）

》

⑤

九
州
●
沖
縄

仲　村 小　林
i7610）

伊　　藤

i2907）
藤　村

i7628）
1

　　　　　　　　　連絡方法：　03（5253》7522（消防・救急課直通》（　）内は内線番号

消防広域化に関するお問い合わせ等は上記各都道府県担当者までお寄せ下さい・26



消防救急無線のデジタル化整備スケジュール

年度 内容 消防庁 消防広域化

平成18年度 消防救急無線広域化・共同化整備計画策定（都道府県）
（基本的方向性）

平成19年度 基本設計に向けた組織・予算面の調整
無省

ﾌ
方式

沒｢
@（詳細仕様検討）

・消防広
@計画・指令業

^用エリア

化推進
�閧

ﾌ共同
ﾌ決定

平成20年度 基 設計

平成21年度 （県内消防 部共同）

平成22年度 実 設計

平成23年度 （県内消防 部共同）
推進計　　、 策定後　　、

平成24年度
整備事 の実施

　ス
ﾉ広域イ

　　4
�ﾀ現

平成25年度 （県内消防本部共　　　　　　噂 が望ましい、

B　　　　　運 開始

平成26年度 （段階的 開始可）

平成27年度

平成28年度 （5月31日150MHz帯周波数使用期限）

（注）既存無線設備の更新時期等を踏まえて整備スケジュールを決定
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消防救急無線のデジタル化及び広域化・共同化’

・消防救急無線は、秘話性の向上によるプライバ

シー保護、データ通信の活用等の利用高度化及

び電波の有効利用の観点から、平成28年まで
にデジタル移行することとされている。このため

には、全面的に機器の更新が必要。

盤
傭＼
A消防本部

　　　甲都道府県庁等
　　　（緊急淵防援助隊鯛聾本部）

　　　　　　　函

鵬　消防車

爲の

　昌昌

D消防本部

　昌昌

C消防本部

甲都道府県庁等
（緊急絹紡援助隊飯豊本部）

①大規模災害時の緊急消防橿助隊活動時において、

受授の県庁等と応援部隊との通信を確保すること

が可能（乙県から甲県に応援出動する場合）

②応援出動や救急の広域搬送時に管轄区域を離れ

た場合においても、所属消防本部等と通信が可能

（A消防本部からB消防本部に応援出動する場合）

都道府県内の全ての消防本部・

無線基地局を通信回線で接続

雇
　　昌
A消防本部

③応援部隊と受授部隊が、統一的な指揮の下で活

動することが可能

（A消防本部からB消防本部に応援出動する場合）

応援出動

車載無線機には、都道府

県内で使用される全ての

無線チャンネルを実襲

　　　　　　　　　　　　　　　消防の広域化に対応した
　　　　　　　　　　　　　　　無線基地局配置場所の最適化

　　　　悌砂i詠
吟““@　　犠牲
　　　　　　　■　髄
　　　　　　　蟹　機
　　　　　　　鯵　繊
　　　　　　　噛嶺　　　　　　　　　　　CD広域消防組合
　　　　　　　口　　謄
　　　　　　　コ　　　　　　　鵬鵬　　　　　　　　　　　　　　目圏
　　　　　　　勝　槻
　　　　　　　■　鱒

確面識、縣．一・

鞭義鵬乙
　　　　　B消防本部隊大規模災害の発災　　　　　　　28



各種電話がらの119番緊急通報（平成19年からの例）’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：鴨’””’し””’●”閃●’”””’●”、

　　　　　　　畢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嵐
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雛㌧一癖撒蘇無響…重
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”園

　
　
　
　『
1
一

遭隔⑳遡P
3

1
、
、

日本テレコム

　NTTコム
　　KDDI
　NTT東西
フュージョン等

”””””・”・”・、”・・”・”・・・…　””・・”・．．．”．．”””．”．．．．．

　　　　　　￥　　　　　　　、、一＿＿一一一一一一一軸、
　　　　　　　　　　位置の通報サーバ　　　1

　　　　　　　□　　□　　□

□ □

位置情報通知
広域ネットワーク

□

携帯・IP住所位置地図表示

約70％の消防本部は発
信地表示システムを導入

　　していない。
　（ロ頭で聴取のみ）

騨

．．●o．●，．o●■●●■■■●■■■●●●●●■■●●■●●●●●●，●●■o■■●．・o・，●・．． ◎●．．…　　●●・．●●■●●●●■■●●●■■●■，●●●●●■●●・●●．・．●・．．

臨。　　齢　　”　　盧

固定住所地図表示

携帯電話・IP電話等位置情報通知システム

を導入することで、携帯電話・IP電話等から

の119番通報の発信位置を取得することが
可能となる。
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